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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月28日(2014.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影によって得られた画像に対するオフセット補正に用いられる補正用画像を作成する
際に元になる元画像を少なくとも一つ取得する取得手段と、
　前記元画像に外部からノイズが重畳されているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記元画像に外部からのノイズが重畳されていると判定された場合
に前記補正用画像の作成を中止する中止手段と、
　を備えた補正用画像作成装置。
【請求項２】
　前記中止手段は、前記元画像に外部からのノイズが重畳されていると判定された場合に
ノイズが重畳された元画像を用いた前記補正用画像の作成を中止する
　請求項１記載の補正用画像作成装置。
【請求項３】
　前記判定手段により外部からのノイズが重畳されていないと判定された元画像を用いて
前記補正用画像を作成する作成手段をさらに備えた
　請求項２記載の補正用画像作成装置。
【請求項４】
　放射線発生源から被写体に放射線を照射し、前記被写体を透過した放射線を検出器で検
出することにより、前記被写体の放射線画像を撮影する撮影装置によって、前記放射線発
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生源から被写体に放射線を照射しない状態で撮影された放射線画像を前記元画像として取
得する
　請求項１乃至３の何れか１項記載の補正用画像作成装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、入射光が存在しない状態で固体撮像素子により撮影された画像を前記
元画像として取得する
　請求項１乃至３の何れか１項記載の補正用画像作成装置。　
【請求項６】
　前記ノイズは、放射線の散乱線によるノイズ、衝撃によるノイズ、および電磁波による
ノイズの少なくとも１つである
　請求項１乃至５の何れか１項記載の補正用画像作成装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、前記元画像における複数の領域内の画素値の平均値の各々と予め定め
た閾値とを比較することにより放射線の散乱線によるノイズが重畳されているか否かを判
定する
　請求項１乃至６の何れか１項記載の補正用画像作成装置。
【請求項８】
　前記判定手段は、既に作成されているオフセット補正用の画像と元画像との対応する各
画素の画素値の差、元画像同士の対応する各画素の画素値の差、ノイズが重畳されていな
い複数の元画像から得られる差画像と元画像との対応する画素の画素値の差、またはノイ
ズが重畳されていない複数の元画像の平均画像と元画像との対応する画素の画素値の差、
並びに前記差に対する画素数とで表させるヒストグラムの基準値から離間した差における
画素数に基づいて、衝撃によるノイズが重畳されているか否かを判定する
　請求項１乃至７の何れか１項記載の補正用画像作成装置。
【請求項９】
　前記判定手段は、既に作成されているオフセット補正用の画像と元画像との対応する各
画素の画素値の差と、該差に対する画素数とで表されるヒストグラムが広がる程度に基づ
いて、電磁波によるノイズが重畳されているか否かを判定する
　請求項１乃至８の何れか１項記載の補正用画像作成装置。
【請求項１０】
　前記判定手段は、前記元画像においてメディアンフィルタにより欠陥画素によるノイズ
を除去した画像を前記元画像として用いる
　請求項１乃至９の何れか１項記載の補正用画像作成装置。
【請求項１１】
　請求項４、６乃至９の何れか１項記載の補正用画像作成装置と、
　放射線発生源から被写体に放射線を照射し、前記被写体を透過した放射線を検出器で検
出することにより、前記被写体の放射線画像を撮影する撮影装置と、
　を備えた放射線画像撮影装置。
【請求項１２】
　請求項５乃至９の何れか１項記載の補正用画像作成装置と、
　固体撮像素子を有する撮影装置と、
　を備えた撮影装置。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１乃至１１の何れか１項記載の補正用画像作成装置として機能
させるためのプログラム。
【請求項１４】
　撮影によって得られた画像に対するオフセット補正に用いられる補正用画像を作成する
際に元になる元画像を少なくとも一つ取得する取得ステップと、
　前記元画像に外部からノイズが重畳されているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにより前記元画像に外部からのノイズが重畳されていると判定された
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場合に前記補正用画像の作成を中止する中止ステップと、
　を備えた補正用画像作成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
〔第１実施形態〕
　図１は、第１実施形態に係る放射線画像撮影システム１８が適用されるシステム１０の
全体構成を示すブロック図である。まず、図１を参照して、第１実施形態に係る放射線撮
影システム（以下、「ＲＩＳ（Radiology Information System）」とも称する。）１８が
適用されるシステム１０の全体構成について説明する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　システム１０は、放射線科部門内における、診療予約、および診断記録等の情報管理を
行うためのシステムであり、病院情報システム（以下、「ＨＩＳ（Hospital Information
 System）」と称する。）の一部を構成する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　システム１０は、複数台の撮影依頼端末装置（以下、「端末装置」と称する。）１２、
ＲＩＳサーバ１４、および病院内の放射線撮影室（あるいは手術室）の個々に設置された
放射線画像撮影システム（以下、「撮影システム」と称する。）１８を有しており、これ
らが有線や無線のＬＡＮ（Local Area Network）等から成る病院内ネットワーク１６によ
り各々接続されている。なお、システム１０は、同じ病院内に設けられたＨＩＳの一部を
構成しており、病院内ネットワーク１６には、ＨＩＳ全体を管理するＨＩＳサーバ（図示
省略。）も接続されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　なお、本実施の形態に係る撮影システム１８では、上記曝射終了時点を、電子カセッテ
３２において後述するステップ２１１の処理に応じて放射線検出器６０による電荷蓄積を
開始する時点と、放射線発生装置３４において後述するステップ２１３の処理によって放
射線Ｘの曝射の開始が指示された時点から実際に曝射が開始されるまでの期間と、により
予め定められている、放射線検出器６０による電荷蓄積を開始してから放射線Ｘの曝射が
実際に開始されるまでの期間に、初期情報入力画面において入力された曝射期間を加算す
ることにより推定している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　なお、ステップＳ３０５、Ｓ３０７、およびＳ３０９の処理は、必ずしも上述した順序
で行われる必要はなく、任意に入れ替えた順序で実行されても良い。また、ステップＳ３
０５、Ｓ３０７、およびＳ３０９の処理は、必ずしも全て実行される必要はなく、ステッ
プＳ３０５、Ｓ３０７、およびＳ３０９の処理の各々を装置の特性や撮影環境等に応じて
選択的に実行するようにしても良い。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
〔第２実施形態〕
　以下、第２実施形態に係る放射線画像撮影システム１８について添付図面を用いて詳細
に説明する。第２実施形態に係る放射線画像撮影システム１８は、第１実施形態に係る撮
影システム１８と同様に、図１乃至図４に示すような構成を有する。なお、第１実施形態
と同一の構成には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　一方、ステップＳ４０５において衝撃ノイズが検出されたと判定された場合、ステップ
Ｓ４０７において電磁波ノイズが検出されたと判定された場合、またはステップＳ４０９
において散乱線ノイズが検出されたと判定された場合、ステップＳ４１３において、ＣＰ
Ｕ１０４は、ステップＳ４０５乃至Ｓ４０９において検出対象とした画像をオフセット補
正用の画像の生成に使用しない画像とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
　ステップＳ４１５において、ＣＰＵ１０４は、未処理の画像データ、すなわちステップ
Ｓ４０５乃至Ｓ４１３の処理を行っていない画像があるか否かを判定する。ステップＳ４
１５において未処理の画像データがあると判定された場合は、ステップＳ４０４に戻って
、未処理の画像データが示す画像について、ステップＳ４０５乃至４１３の処理を行う。
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